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■満期保険金・生存給付金・年金の支払は、支払規定を参照します。
　 支払方法は「自動支払」と「請求書にもとづく支払」の2種類があり、どちらの支払方法となるかは、
保険金・給付金の種類等によって異なります。

1．支払規定一覧
〈1〉満期保険金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

養老保険 保険期間満了日の
翌営業日 被保険者が保険期間満了

日に生存しているとき

保険金額
満期保険金
受取人

変額保険（有期型） 保険期間満了日の
翌々営業日

保険期間満了時の積
立金額

■旧日本興亜生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

養老保険
5年ごと利差配当付養老保険

保険期間満了日の
翌営業日

被保険者が保険期間満了
日に生存しているとき 保険金額 満期保険金

受取人

〈2〉特約満期保険金
■SOMPOひまわり生命契約

特約種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

養老保険特約 特約保険期間満了
日の翌営業日

被保険者が特約保険期間
満了日に生存しているとき 特約保険金額 満期保険金

受取人

満期保険金・生存給付金・
年金
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〈3〉無事故給付金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

無解約返戻金型女性用がん
診断保険

契約日から2年ご
との契約応当日

被保険者が2年ごとの契約
応当日の前月末に生存し、
かつがん診断給付金およ
び女性特定がん診断給付
金が支払われなかったとき
※ ただし、がん診断給付金
が支払われた場合、以降
はがん無事故給付金を
支払わない

基準診断給付金額の
5% 契約者

■旧日本興亜生命契約

特約種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

無事故給付金特約
（医療保険）

特約保険期間満了
日の翌営業日

被保険者が保険期間満了
日に生存し、かつ入院給付
金・手術給付金のいずれも
支払われなかったとき

無事故給付金額 契約者

〈4〉生存給付金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

がん保険（A型）3年型

契約日から3年ご
との契約応当日

被保険者が3年ごとの契
約応当日の前日末に生存
しているとき

保険金額の6％

契約者

医療保険（A型）3年型
女性疾病保険（A型）3年型

入院日額×契約時
に定めた倍数医療保険（08）（A型）3年型

医療保険（2014）（A型）3年型
医療保険（MI-01）（A型）３年型

がん保険（A型）5年型

契約日から5年ご
との契約応当日

被保険者が5年ごとの契
約応当日の前日末に生存
しているとき

保険金額の10％

医療保険（A型）5年型
女性疾病保険（A型）5年型
がん保険（2010）A型

入院日額×契約時
に定めた倍数

医療保険（08）（A型）5年型
医療保険（2014）（A型）5年型
医療保険（MI-01）（A型）５年型

医療保険（01）AO型
医療保険（01）AN型

契約日以降に到来
する年単位の契約
応当日（保険期間
満了日の翌日を含
む）の中から指定

被保険者が支払日の前日
末に生存しているときがん保険（01）AⅠ型

がん保険（01）AⅡ型

限定告知型医療保険（A型）
被保険者が、契約者が契
約時に指定した生存給付
金の支払日の前日末に生
存しているとき
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保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

連生収入保障保険 保険期間満了日の
翌営業日

第一または第二被保険者
もしくは双方が保険期間満
了日まで生存しているとき

基準年金額に各生
存被保険者の年金
支払割合を乗じて
得た額の5倍

各 被保険
者の生 存
給付金受
取人

定額延長定期保険 保険期間満了日の
翌々営業日

被保険者が保険期間満了
日に生存しているとき

保険期間満了時の
積立金額

満期保険
金受取人

■旧日本興亜生命契約

保険種類
特約種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

生存給付金付定期保険

第 3、5、7、9、
11、13保険年度
満了日の翌営業日

被保険者が契約応当日の
前日または満了日に生存し
ているとき

基本保険金額×20％

契約者

保険期間満了日の
翌営業日（保険期
間は15年のみ）

基本保険金額×30％

生存給付金付定期保険特約
（1型）

契約日から3年ご
との契約応当日

特約保険金額の10％

特約保険期間満了
日の翌営業日

生存給付金付定期保険特約
（2型）

契約日から5年ご
との契約応当日

特約保険期間満了
日の翌営業日

生存給付金付定期保険特約

契約日から3年ご
との契約応当日

特約保険期間満了
日の翌営業日 特約保険金額の20％

〈5〉生存祝金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

連生終身保険（A型）

保険料払込期間満
了日の翌営業日

第一・第二被保険者が保
険料払込期間満了日およ
び払込満了後に到来する5
年ごとの契約応当日まで生
存しているとき

保険金額の10％ 契約者保険料払込期間満
了後の5年ごとの
契約応当日
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〈6〉成長祝金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

こども保険

約款に規定された
支払年齢に達した
日の直後の12月2
日

約款に規定された支払年齢
に達した日の直後の12月
1日まで生存しているとき 約款別表を参照 契約者

保険期間満了の翌
営業日

被保険者が保険期間満了
日に生存しているとき

〈7〉祝金
■旧日本興亜生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

5年ごと利差配当付
こども保険

満5歳10か月
満11歳10か月
満14歳10か月
に達した直後の
2月1日

被保険者が生存して左記
所定の年齢になったとき 約款別表を参照 契約者

18歳の年単位の
契約応当日

〈8〉長寿祝金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

介護保険
被保険者の満80
歳の誕生日直後に
到来する契約応当
日

被保険者が満80歳の誕生
日直後に到来する年単位
の契約応当日に生存してい
るとき
ただし、そのときに既に支
払ったか、もしくは支払う
べき痴呆介護年金または重
度介護年金がある場合を除
く

保険金額 契約者

〈9〉健康祝金
■旧日本興亜生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

健康祝金付低解約返戻金型
終身保険（無選択型）

5年ごとの年単位
の契約応当日

被保険者が5年ごとの年単
位の契約応当日前日に生
存しているとき

基本保険金額×10％ 契約者
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〈10〉年金
■SOMPOひまわり生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

5年確定年金（定額型）
10年確定年金（定額型）
15年確定年金（定額型）

年金支払開始年齢
に到達する年単位
の契約応当日
（第2回以降の年
金については、年
金支払開始日の年
単位の応当日）

被保険者が年金支払期間
中の年金支払日に生存して
いるとき

基本年金額と同額

年金受取人
（＝契約者
または被保
険者）

10年保証期間付終身年金
（定額型）

10年保証期間付終身年金
（逓増型－5％単利）

被保険者が年金支払日に
生存しているとき

・ 第1回年金額は基
本年金額と同額
・ 第2回以後は前回
の年金額に基本年
金額の5％相当額を
加算した金額（5％
単利）

■旧日本興亜生命契約

保険種類 支払期日 支払要件 支払金額 受取人

5年確定年金（定額型）
10年確定年金（定額型）
15年確定年金（定額型）

年金支払開始年齢
に到達する年単位
の契約応当日
（第2回以降の年
金については、年
金支払開始日の年
単位の応当日）

被保険者が年金支払期間
中の年金支払日に生存して
いるとき

基本年金額と同額
年金受取人
（＝契約者
または被保
険者）10年保証期間付終身年金

（定額型）
被保険者が年金支払日に
生存しているとき

2．自動支払
旧日本興亜生命契約は「自動支払」の対象外です。

〈1〉取扱範囲
（1）対象となる給付金種類

・SOMPOひまわり生命の生存給付金
・SOMPOひまわり生命の成長祝金

（2）「自動支払」となる条件
以下のいずれかを満たしている必要があります。
・保険料払込経路が口座振替の契約
・成長祝金・生存給付金の支払が2回目以降

■その他注意する取り扱いの制限
　以下に該当する場合は、「自動支払」とならず「請求書にもとづく支払」となります。
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お支払先口座 ・前回支払時以降に、金融機関統廃合等の理由により変更となっている。

契約状況

・こども保険で保険料払込免除になっている。

・自動支払予定の契約で、失効したもの（復活後、「請求書にもとづく支払」となる）。

・住所不明契約から住所確定となったもの。

・解約（請求停止保留）の処理が取消されたもの。

〈2〉手続き
（1）送付書類

「自動支払」に該当する契約には、本社から以下の書類を送付します。

送付先 送付物 送付時期

契約者
受取人

■支払手続きに関する以下の書類
・請求書
・お受取手続きのご案内
・返信用封筒

お受取予定日が属する月
の2か月前の20日頃

代理店

・満期保険金等お支払応当契約一覧表

記載項目については下記を参照してください。
【支払応当日】
⇒約款上に定められた支払期日を記載しています。
収納経路がCSS・アプラス・ニコス・全信協の月払契約や支払期日
が非営業日の場合は、お支払日が遅くなりますのでご注意ください。
【備考】
⇒請求書種類を記載しています。
①請求書送付…請求書の返送が必須です。
②支払予告通知書送付…原則請求書の返送は不要です。
③未送付（失効）…失効中のため請求書は発送していません。

（2）通常の「自動支払」
自動的に支払われますので、手続きは不要です。
ただし、以下の場合は契約者が返送期限までに請求書を返送します。

・お受取口座の変更をご希望の場合
・すえ置きをご希望の場合
　＊ 「すえ置き」とは、生存給付金や成長祝金を今回受け取らず、最長保険期間満了まで当社に預けていただ
くことをいいます。契約者からのお申し出により、いつでもお受け取りいただけます。

返送期限 お受取予定日の10営業日前
＊具体的な日付は請求書に記載しています。

（3）受取日選択が可能な「自動支払」
以下の条件を満たす「自動支払」は、契約者がお受取予定日を選択することができます。
原則として請求書記載のお受取予定日にお受取予定額をお受取りいただけますが、お受取予定日より早くお
受取りいただくことも可能です。（早くお受取りいただく場合の受取日は、請求書2ページのお支払内容に印
字されている「お受取予定日」欄の「注意事項」に記載の日付になります。この場合、お受取予定額から前月
分までの保険料を差し引いてお支払となります。詳細は（4）受取日とお受取金額をご確認ください。）
希望する場合は、返送期限までに請求書の返送が必要となります。
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①保険種類が医療・がん・女性疾病・こども保険のいずれかの生存給付金または成長祝金
②月払契約
③保険料収納経路が口座振替
④収納代行会社がCSS・アプラス・三菱UFJニコス・全信協のいずれか
⑤返送期限内に、不備の無い請求書が本社に到着した場合

返送期限
お受取予定日の前月6日（非営業日の場合、前営業日）
＊お受取口座に変更がある場合や、すえ置きとする場合の締切も同じです。
＊具体的な日付は、請求書に記載しています。

（4）受取日とお受取金額

■受取日選択ができない契約
■受取日選択を希望しない場合

■受取日選択が可能でお受取予定日より
　早くお受取希望の場合

お受取日

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定日」
＊ 前月分保険料の入金確認後、お支払いしま
す。

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定日」欄の「注意事項」に
記載の日付

お受取金額注1、注2

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定額」
＊ 前月分までの保険料の入金が確認できない
場合は、お受取予定額から差し引いてお支払
いします。

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定額」から
前月分までの保険料を差し引いた金額

受取方法の選択 ご選択は不要です。

請求書の「受取日」欄にレ点チェックしてくださ
い。お受取予定日の前月6日までに必要な書
類が全てそろわなかった場合お受取予定日より
早いお受取りはできません。（お受取予定日で
のお受取りとなります。）

注1　 当社で入金が確認できていない保険料や貸付金がある場合や源泉分離課税の対象となる場合は、請求書
に記載のお受取予定額から保険料等を差し引いてお支払します。

注2　 差し引かれた保険料分の入金があり重複入金となった場合は、保険料を先充当します。

（5）手続完了連絡

送付先 送付物 送付時期

契約者 手続き完了のお知らせ 着金日の翌営業日に本社から発送します。
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3．請求書にもとづく支払
〈1〉取扱範囲
（1）対象となる保険金・給付金種類
■SOMPOひまわり生命契約

・満期保険金
・特約満期保険金
・無事故給付金
・生存給付金（連生収入保障保険・定額延長定期保険）
・生存給付金（「自動支払」対象外）

・生存祝金
・成長祝金（「自動支払」対象外）
・長寿祝金
・年金

■旧日本興亜生命契約

・満期保険金
・無事故給付金
・生存給付金

・祝金
・健康祝金
・年金

（2）「請求書にもとづく支払」となる条件
■SOMPOひまわり生命契約
　「自動支払」の対象とならないものは「請求書にもとづく支払」となります。
■旧日本興亜生命契約
　すべて「請求書にもとづく支払」となります。

〈2〉手続き
（1）送付書類

「請求書にもとづく支払」に該当する契約には、本社から以下の書類を送付します。
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■SOMPOひまわり生命契約
【生存給付金（連生収入保障以外）・成長祝金】

送付先 送付物 送付時期

契約者
受取人

■支払手続きに関する以下の書類
・請求書
・お受取手続きのご案内
・返信用封筒

お受取予定日が属する月の2か月前の20日頃

代理店

・満期保険金等お支払応当契約一覧表

記載項目については下記を参照してください。
【支払応当日】
⇒約款上に定められた支払期日を記載しています。
収納経路がCSS・アプラス・ニコス・全信協の月
払契約や支払期日が非営業日の場合は、お支払日
が遅くなりますのでご注意ください。
【備考】
⇒請求書種類を記載しています。
①請求書送付…請求書の返送が必須です。
② 支払予告通知書送付…原則請求書の返送は不
要です。
③ 未送付（失効）…失効中のため請求書は発送し
ていません。

【上記以外の満期保険金・年金等】

送付先 送付物 送付時期

契約者
受取人

■支払手続きに関する以下の書類
・請求書
・お受取手続きのご案内
・マイナンバー制度開始に伴うお願い
・返信用封筒

【満期保険金】
お受取予定日が属する月の2か月前の月初
【年金】
お受取予定日が属する月の2か月前の20日頃

代理店

・満期保険金等お支払応当契約一覧表

記載項目については下記を参照してください。
【支払応当日】
⇒ 約款上に定められた支払期日を記載しています。
支払期日が非営業日の場合は、お支払日が遅くな
りますのでご注意ください。
【備考】
⇒請求書種類を記載しています。
①請求書送付…請求書の返送が必須です。
② 未送付（失効）…失効中のため請求書は発送し
ていません。

（注）質権設定契約は、ひまわり生命経由で請求書を送付します。

■旧日本興亜生命契約

送付先 送付物 送付時期

代理店 ・支払予定契約一覧表（満期保険金以外）
・満期契約一覧表

お受取予定日が属する月の2か月前の月初
契約者
受取人

■支払手続きに関する以下の書類（注）
・請求書　
・お受取手続きのご案内
・マイナンバー制度開始に伴うお願い
＊ 満期保険金・年金にのみ同封しています。
・返信用封筒

（注）質権設定契約は、ひまわり生命経由で請求書を送付します。
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（2）必要書類

受取人→

↓請求書類

個人 法人

1証券あたりの保険金額

500万円
以下

500万円
超

500万円
以下

500万円
超

保険証券 保険期間満了時、特約保険期間満了時

■ 満期保険金（養老保険）、特約満期保険金
（養老保険特約）の支払手続き時のみ必
要です。
■ 一括扱いの契約には、被保険者名簿の提
出も必要です。
■ 保険証券紛失時には、受取人の公的書類
の提出が必要です。

請求書 ○ ○ ○ ○

■ 同一契約者かつ同一契約日／満期日で請
求書が複数となる場合、「一括扱満期保険
金請求書」にて一括請求が可能です。
　 また、合計金額が500万円超のとき、公
的書類の提出が必要です。

受取人の公的書類※1 × ○ × △

■ 【受取人が法人の場合】
満期保険金（養老保険）、特約満期保険金
（養老保険特約）の支払手続き時で保険証
券の提出がある場合は省略可能です。

法人の登記簿謄本
（発行日から6か月以内

の原本）
－ －

代表者変更など組織
変更のある場合のみ

必要

契約者と受取人が
異なる場合／

受取人の公的書類※1

＊満期保険金・特約満期
保険金・年金のみ

○ ○ ○ ○

■ 犯罪による収益の移転防止に関する法律
にもとづき、養老保険・養老保険特約・
変額保険（有期型）・連生収入保障保険・
個人年金保険を契約者以外の受取人にお
支払いする場合、受取人の公的書類の提
出および職業欄の記載が必要です。
■ 上記該当の場合、「本人確認書（年金・
満期保険金用）」の提出も必要です。
■ 受取人が契約者と異なり、米国納税義務
者等にあたる場合は、「本人確認書（年金・
満期保険金用）」に自己宣誓のチェックを
したうえで別途「米国納税義務者等につ
いての確認書」の提出が必要です。
■ CRSにもとづき、養老保険・養老保険特
約・変額保険（有期型）・連生収入保障保
険・個人年金保険を契約者以外の受取人
にお支払いする場合、「特定取引に関する
届出書【保全用】」の提出が必要です。

被保険者の公的書類※1

＊年金のみ ○ ○ ○ ○

※1　公的書類の取り扱い
【個人】運転免許証、資格確認書※2、パスポート※3等いずれかのコピー
【法人】印鑑証明書のコピー（発行日から6か月以内）

※2　「資格確認書」の取扱いについて
写しを提出する場合、資格確認書は保険者番号、被保険者記号・番号（読み取ると記号・番号が分かるＱＲコード含む）
を復元できない程度にマスキングしてください。

※3　氏名・住所および生年月日の記載がある、有効期限内のものに限ります。
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（3）返送期限
①SOMPOひまわり生命契約
　請求書は契約者（受取人）が必ず返送期限までに返送します。

返送期限 お受取予定日の10営業日前
＊お受取予定日より早く受取りを希望する場合、お受取予定日の前月6日（本社必着）

■受取日選択が可能な「請求書にもとづく支払」
以下の条件を満たす場合は、契約者がお受取予定日を選択することができます。
原則として請求書記載のお受取予定日にお受取予定額をお受取りいただけますが、お受取予定日より早く
お受取りいただくことも可能です。（早くお受取りいただく場合の受取日は、請求書2ページのお支払内容
に印字されている「お受取予定日」欄の「注意事項」に記載の日付になります。この場合、お受取予定額
から前月分までの保険料を差し引いてお支払となります。詳細は（4）受取日とお受取金額をご確認くださ
い。）
希望する場合は、返送期限までに請求書の返送が必要となります。

①保険種類が医療・がん・女性疾病・こどものいずれかの生存給付金または成長祝金
②月払契約
③保険料収納経路が口座振替
④収納代行会社がCSS・アプラス・三菱UFJニコス・全信協
⑤「自動支払」対象外
⑥提出期限内に、不備の無い「請求書」が本社に到着した場合

②旧日本興亜生命契約
　請求書は契約者（受取人）が必ず返送期限までに返送します。

返送期限 お受取予定日が属する月の前々月の末日（本社必着）

　1）「お受取予定日での受取りを希望する」
　受取日をお受取予定日当日にすることができます（金融機関休業日の場合は翌営業日）。
　 ただし、お受取予定日が属する月の前月分保険料を受取金額（支払金額）から差し引いてお支払いしま
す。
　＊お受取予定日が属する月の２か月前の保険料入金が確認されている必要があります。

　2）「お受取予定日での受取りを希望しない」
　 受取金額全額を受け取ることができます。
　 ただし、お受取予定日が属する月の前月分までの保険料の入金確認後、支払手続を行うため、支払日
がお受取予定日よりも10日ほど遅くなります。
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無事故給付金（旧日本興亜生命）請求時の注意事項

1．「無事故給付金請求書」作成時に請求受付済み（入院給付金、手術給付金支払前）の場合の取扱い
無事故給付金は請求作成日時点で、入院給付金、手術給付金のいずれの支払もないことが出力条件となります。た
だし、請求受付がされている場合で、かつ、支払がされていないときには、「生存給付金等請求書」が作成されます。※
この場合、「生存給付金等請求書」のほかに、「入院・手術給付金取下げ確認書」を同封して発送します。無事故給付金
の請求を希望する際には、「入院・手術給付金取下げ確認書」が必要となります。
※「請求書」と「支払予定契約一覧表」には、「事故受」と印字されます。

2． 無事故給付金支払後に入院給付金、手術給付金の請求を受けた場合の取扱い
入院給付金、手術給付金の支払の際に、既に支払いがされた無事故給付金を相殺してお支払いします。ただし、入院・
手術給付金額が無事故給付金額を下回る場合（入院・手術給付金額＜無事故給付金額）には、保険契約者より不足す
る金額を返還していただく必要があるため、注意が必要です。

（4）受取日とお受取金額
■SOMPOひまわり生命契約

■受取日選択ができない契約
■受取日選択を希望しない場合

■受取日選択が可能でお受取予定日より
　早くお受取希望の場合

お受取日

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定日」
＊ 前月分保険料の入金確認後、お支払いしま
す。

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定日」欄の「注意事項」に
記載の日付

お受取金額注1、注2

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定額」
＊ 前月分までの保険料の入金が確認できない
場合は、お受取予定額から差し引いてお支払
いします。

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定額」から
前月分までの保険料を差し引いた金額

受取方法の選択 ご選択は不要です。

請求書の「受取日」欄にレ点チェックしてくださ
い。お受取予定日の前月6日までに必要な書
類が全てそろわなかった場合お受取予定日より
早いお受取りはできません。（お受取予定日で
のお受取りとなります。）

注1　 当社で入金が確認できていない保険料や貸付金がある場合や源泉分離課税の対象となる場合は、請求書
に記載のお受取予定額から保険料等を差し引いてお支払します。

注2　差し引かれた保険料分の入金があり重複入金となった場合は、保険料を先充当します。
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■旧日本興亜生命契約

■通常（お受取予定日の受取を希望しない場合） ■お受取予定日での受取を希望する場合

お受取日

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定日」の約10日後
＊ 前月分保険料の入金確認後、お支払いしま
す。

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定日」

お受取金額

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定額」
＊ 前月分までの保険料の入金が確認できない
場合は、お受取予定額から差し引いてお支払
いします。

請求書のお支払内容に印字されている
「お受取予定額」から
前月分保険料を差し引いた金額

受取方法の選択 ご選択は不要です。

請求書の「受取日」欄にレ点チェックしてくださ
い。お受取予定日の前々月末日までに必要な
書類が全てそろわなかった場合、お受取予定日
にお受取りできません。「通常（お受取予定日
の受取を希望しない場合）」のお受取りとなりま
す。

※祝金は受取日選択不可です。

■お受取予定日までに請求書の返送が無い場合

SOMPOひまわり生命契約 旧日本興亜生命契約

本社に請求書類一式が到着した日より5営業日以内のお
支払いとなります。 自動的にすえ置きとなります（満期保険金、年金を除く）

（5）手続完了連絡

SOMPOひまわり生命契約 旧日本興亜生命契約

送付時期 着金日の翌営業日に本社から発送します。 着金日当日に本社から発送します。

送
付
先

代理店 なし
お支払のご案内

契約者 手続き完了のお知らせ
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■帳票見本：お支払応当契約一覧表（代理店用）（SOMPOひまわり生命契約）
　※支払応当日は約款上に定められた支払期日を記載しています。
　詳細につきましてはP6、P8の＜2＞手続き（1）をご確認ください。

■帳票見本：支払予定契約一覧表（代理店用）（旧日本興亜生命契約）

SOMPOひまわり生命保険株式会社
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■記入例（SOMPOひまわり生命契約・旧日本興亜生命契約共通）
　※印字内容や請求内容は保険種類等によって変更になります。
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■帳票見本：本人確認書（年金・満期保険金用）

１２３４５－６７８ ＸＸ Ｘ Ｘ

向日葵 太郎 XX X X

東京 新宿 上新宿×－△－□
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■帳票見本：特定取引に関する届出書【保全用（個人）】

１２３４５－６７８ ＸＸ Ｘ Ｘ

向日葵 太郎 XX X X

東京都新宿区上新宿×－△－□

17



4．年金支払開始後の保全手続き
年金支払開始前と必要書類等が異なります。

〈1〉対象となる保全手続き
・年金受取人情報の変更（住所変更・改姓・改名含む）
・親権者後見人情報の変更（住所変更・改姓・改名含む）
・年金証書の再発行
・年金の一括請求
・年金受取口座の変更
・被保険者・受取人の死亡に伴う支払請求

〈2〉請求権者
年金受取人

〈3〉必要書類
・年金関連内容変更・支払請求書
・年金証書
上記以外に公的書類等の提出が必要な場合があります。詳しくはひまわり生命へご照会ください。

18



■記入例：「年金関連内容変更・支払請求書」

■帳票見本：「年金証書」
（SOMPOひまわり生命契約）

■帳票見本：「年金証書」
（旧日本興亜生命契約）
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